
◆
主
な
変
更
内
容

①
所
沢
都
市
計
画
道
路
【
県
決
定
】

　

新
所
沢
駅
西
口
地
区
の
駅
前
広
場
を

約
３
、
６
０
０
㎡
か
ら
約
４
、
４
０
０

㎡
に
拡
張
。
都
市
計
画
道
路
（
新
所
沢

駅
前
通
り
）
の
延
長
を
約
１
、
８
６
０

ｍ
か
ら
１
、
８
４
０
ｍ
に
変
更
。
車
線

数
を
２
と
決
定

②
所
沢
都
市
計
画
地
区
計
画
【
市
決
定
】

　

新
所
沢
駅
西
口
地
区
地
区
計
画
を
新

規
に
指
定

③
所
沢
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防

　

火
地
域
【
市
決
定
】

　

新
所
沢
駅
西
口
地
区
地
区
計
画
の
新

規
指
定
に
あ
わ
せ
、
「
準
防
火
地
域
」

の
一
部
を
「
防
火
地
域
」
に
変
更

縦　

覧　

関
係
図
書
は
、
市
役
所
2
階

都
市
計
画
課
で
縦
覧

問
都
市
整
備
課
☎
２
９
９
８
_
９
２
０
８

　

ご
意
見
が
あ
る
場
合
は
、
縦
覧
期
間

中
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

縦
覧
期
間　

５
月
14
日
㈮
〜
27
日
㈭
午

　

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

縦
覧
場
所
問

市
役
所
２
階
都
市
計
画
課

　

☎
２
９
９
８
_
９
１
９
２

　

市
で
は
、
既
存
単
独
処
理
浄
化
槽
ま

た
は
く
み
取
り
便
槽
か
ら
、
専
用
住
宅

で
浄
化
槽
（
処
理
対
象
人
員
10
人
槽
以

下
）
に
転
換
し
て
設
置
す
る
方
へ
工
事

費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

▼
公
共
下
水
道
認
可
区
域
以
外
の
地
域

ま
た
は
公
共
下
水
道
認
可
区
域
内
の

地
域
で
下
水
道
の
整
備
が
当
分
の
間

（
原
則
と
し
て
７
年
以
上
）
見
込
ま

れ
な
い
地
域
の
方

▼
浄
化
槽
処
理
水
を
河
川
、
県
道
・
市

道
の
側
溝
な
ら
び
に
水
路
等
へ
放
流

可
能
な
区
域
の
方
、
ま
た
は
浄
化
槽

処
理
水
を
地
下
浸
透
す
る
場
合
に
埼

玉
県
と
事
前
協
議
を
行
っ
て
い
る
方

◎
住
居
の
新
築
ま
た
は
増
改
築
（
人
槽

変
更
を
必
要
と
す
る
場
合
）
に
伴
う
浄

化
槽
の
設
置
は
、
補
助
の
対
象
外
で
す
。

補
助
枠　

予
算
の
範
囲
内
で
４
基
程
度

◎
申
請
前
に
着
工
し
た
工
事
に
は
補
助

で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
申
し
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
と
し
、
少
な
い
場
合
は

期
間
終
了
後
も
順
次
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
期
間　

５
月
６
日
㈭
〜
19
日
㈬

抽
選
日
場

５
月
21
日
㈮
午
前
10
時
〜
／

市
役
所
５
階
５
０
２
会
議
室

申 

問

市
役
所
５
階
資
源
循
環
推
進
課

　

☎
２
９
９
８
_
９
１
４
６
へ
直
接

　

市
で
は
、
火
災
予
防
条
例
に
よ
り
、

す
べ
て
の
住
宅
に
住
宅
用
火
災
警
報
器

の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

消
防
本
部
で
は
、
「
住
宅
用
火
災
警

報
器
を
購
入
し
た
が
、
取
り
付
け
ら
れ

な
く
て
困
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
方
の

お
宅
へ
消
防
職
員
が
う
か
が
い
、
取
り

付
け
作
業
を
行
い
ま
す
。
お
気
軽
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

対

市
内
の
住
宅

申 

問
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
、
消

　

防
本
部
予
防
課
☎
２
９
２
９
_
９
１

２
１
5
２
９
２
９
_
９
１
２
８

b29299121@
city.tokorozaw

a.

saitam
a.jp

へ
直
接
・
電
話
・
Ｆ
Ａ

Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
で
連
絡

◎
消
防
職
員
は
取
り
付
け
作
業
の
み
行

い
ま
す
。
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
事
前

に
購
入
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳
細
は
、

　

で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
が

一
定
の
基
準
以
上
に
な
る
と
、
光
化
学

ス
モ
ッ
グ
注
意
報
等
を
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
。
注
意
報
等
の
発
令
時
に
は
、

自
動
車
の
使
用
や
、
外
出
、
屋
外
で
の

運
動
を
控
え
ま
し
ょ
う
。

　

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
等
の
状
況
は
、

次
の
HP

等
で
確
認
で
き
ま
す
。

問
環
境
対
策
課
☎
２
９
９
８
_
９
２
３
０

指　

定　

▼
日
開
設
備
工
業
㈱
（
川
越

市
大
中
居
３
９
０
_
１
☎
０
４
９
_

２
３
５
_
８
６
１
１
）
▼
協
立
設
備

㈱
（
桶
川
市
下
日
出
谷
３
０
２
_
６

☎
０
４
８
_
７
８
６
_
４
５
５
７
）

▼
㈱
岡
田
工
務
店
（
秩
父
郡
皆
野
町

皆
野
31
_
５
☎
０
４
９
４
_
62
_
３

２
３
６
）
▼
吉
岡
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン

グ
㈲
（
世
田
谷
区
千
歳
台
３
_
９
_

16
☎
03
_
３
４
８
４
_
０
９
５
９
）

代
表
者
お
よ
び
住
所
等
変
更　

㈱
小
林

設
備
工
業
（
清
瀬
市
梅
園
３
_
３
_

37
・
旧
…
３
_
18
_
１
／
代
表
取
締

役　

小
林
雄
治
・
旧
…
小
林
好
雄
）

問

水
道
部
給
水
課

　

☎
２
９
２
１
_
１
０
８
２

　

県
が
指
定
し
た
難
病
で
治
療
を
受
け

て
い
る
方
に
、
毎
年
度
１
回
２
万
５
千

円
の
見
舞
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
該

当
す
る
方
は
、
平
成
23
年
３
月
31
日
ま

で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対

市
内
に
住
所
を
有
し
、
特
定（
指
定
）

疾
患
医
療
受
給
者
証
ま
た
は
小
児
慢

性
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
の
交
付

を
受
け
て
い
る
方
（
所
沢
市
重
度
心

身
障
害
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手

当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
経
過
的
福

祉
手
当
受
給
者
を
除
く
）

申 

問
①
特
定
（
指
定
）
疾
患
医
療
受
給

者
証
ま
た
は
小
児
慢
性
特
定
疾
患
医

療
受
給
者
証
②
印
鑑
③
振
込
先
金
融

機
関
の
本
支
店
名
・
口
座
番
号
が
わ

か
る
も
の
（
20
歳
以
上
の
方
は
本
人

名
義
の
口
座
）
を
市
役
所
１
階
障
害

福
祉
課
☎
２
９
９
８
_
９
１
１
６
へ

直
接

対

市
内
に
在
住
の
被
爆
者
健
康
手
帳
を

お
持
ち
の
方

入
院
見
舞
金　

３
万
円
（
年
度
１
回
）

◎
葬
儀
執
行
者
の
方
へ
は
、
葬
祭
費
の

支
給
が
あ
り
ま
す
。

問
福
祉
総
務
課
☎
２
９
９
８
_
９
１
１
３

◆
特
定
健
康
診
査
（
特
定
健
診
）

　

所
沢
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、
特
定

健
診
の
実
施
対
象
者
に
受
診
券
（
有
効

期
限
あ
り
）
を
送
付
し
ま
す
。
詳
細
は
、

同
封
の
ご
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対

所
沢
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
40

歳
〜
74
歳
ま
で
の
方

◎
市
民
医
療
セ
ン
タ
ー
の
人
間
ド
ッ
ク

と
合
わ
せ
て
年
度
内
１
回
に
限
り
ま
す
。

特
定
健
診
受
診
券
の
送
付　

５
月
下
旬

　

か
ら
８
月
下
旬
ま
で
に
順
次
送
付

受
診
で
き
る
医
療
機
関　

市
内
の
協
力

医
療
機
関

自
己
負
担
金　

８
０
０
円

◆
特
定
保
健
指
導

　

健
診
結
果
か
ら
生
活
習
慣
改
善
の
必

要
性
が
高
い
と
判
定
さ
れ
た
方
に
、
保

健
師
・
管
理
栄
養
士
に
よ
る
健
康
づ
く

り
サ
ポ
ー
ト
事
業
（
特
定
保
健
指
導
）

の
ご
案
内
を
し
ま
す
。

問

▼
国
民
健
康
保
険
特
定
健
診
に
関
す

る
こ
と
…
国
保
年
金
課
☎
２
９
９
８

_
９
１
３
１
▼
特
定
保
健
指
導
に
関

す
る
こ
と
…
保
健
セ
ン
タ
ー
成
人
保

健
課
☎
２
９
９
１
_
１
８
１
１
▼
75

歳
以
上
の
健
康
診
査
に
関
す
る
こ
と

…
福
祉
総
務
課
☎
２
９
９
８
_
９
１

　

１
３

　

20
歳
以
上
の
学
生
で
、
本
人
の
所
得

が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
承
認
さ
れ
れ

ば
、
在
学
中
の
国
民
年
金
保
険
料
を
あ

と
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

◎
申
請
は
年
度
ご
と
に
必
要
で
す
。

申 
市
役
所
１
階
国
保
年
金
課
ま
た
は
出

張
所
へ
、
年
金
手
帳
・
学
生
証
、
印

鑑
お
よ
び
身
分
証
明
書
（
代
理
人
に

よ
る
申
請
の
場
合
）
を
持
参

問
国
保
年
金
課
☎
２
９
９
８
_
９
０
９
５

時

▼
夜
間
…
５
月
６
日
㈭
、
27
日
㈭
、

28
日
㈮
、
31
日
㈪
、
６
月
１
日
㈫
午

後
５
時
〜
８
時
▼
休
日
…
５
月
30
日

㈰
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

市
税
の
内
訳　

市
・
県
民
税
、
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、

事
業
所
税
等

◎
納
税
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

場 

問

市
役
所
２
階
収
税
課

　

☎
２
９
９
８
_
９
０
７
３

　

一
斉
美
化
清
掃
活
動
に
参
加
し
ま
し

ょ
う
。
居
住
地
周
辺
の
道
路
、
公
園
、

水
路
等
の
ご
み
を
次
の
よ
う
に
分
別
し
、

午
前
10
時
ま
で
に
指
定
集
積
所
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。
市
の
収
集
車
が
回
収
し

ま
す
。

分
別
方
法　

▼
燃
や
せ
る
ご
み
▼
燃
や

　

さ
な
い
ご
み
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
ペ

　

ッ
ト
ボ
ト
ル
含
む
）
▼
び
ん
・
か
ん

◎
「
環
境
美
化
の
日
」
に
集
め
ら
れ
る

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
（
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
含

む
）
は
、
道
路
や
水
路
等
に
散
乱
し
て

汚
れ
て
い
る
た
め
、
当
日
に
限
り
燃
や

さ
な
い
ご
み
に
分
別
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
家
庭
や
事
業
所
で
不
用
に
な
っ

た
自
転
車
・
家
具
・
家
電
品
等
は
絶
対

に
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
自
治
会
等
の
都
合
に
よ
り
当

日
に
実
施
で
き
な
い
場
合
は
、
別
の
日

に
環
境
美
化
の
日
を
実
施
で
き
ま
す
。

問
生
活
環
境
課
☎
２
９
９
８
_
９
３
７
０

　

小
型
犬
で
も
装
着
し
や
す
い
よ
う
、

平
成
22
年
度
か
ら
犬
の
鑑
札
を
小
さ
く

し
ま
し
た
。
（
実
物
大
）

問
生
活
環
境
課
☎
２
９
９
８
_９
３
７
０

◆
段
差
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
撤
去

　

車
庫
前
な
ど
の
道
路
上
に
段
差
ブ
ロ

ッ
ク
や
鉄
板
等
を
置
く
と
、
通
行
の
妨

げ
に
な
り
危
険
で
す
。
道
路
上
の
段
差

ブ
ロ
ッ
ク
等
は
撤
去
し
て
く
だ
さ
い
。

　

道
路
と
の
段
差
を
解
消
す
る
た
め
に

は
、
市
へ
申
請
す
る
こ
と
で
、
歩
道
や

側
溝
の
切
り
下
げ
工
事
を
施
工
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
工
事
費
は

自
費
と
な
り
ま
す
。

◆
樹
木
の
剪せ

ん

定て
い

　

道
路
に
は
み
出
し
た
樹
木
は
、
通
行

の
妨
げ
に
な
る
と
と
も
に
、
交
通
標
識

の
確
認
が
で
き
ず
、
交
通
事
故
の
原
因

に
も
な
り
ま
す
。
定
期
的
な
樹
木
の
剪

定
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
道
路
維
持
課
☎
２
９
９
８
_
９
１
６
８

新
所
沢
駅
西
口
地
区
の

都
市
計
画
を
変
更

生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
伴
う

都
市
計
画
の
縦
覧
を
行
い
ま
す

浄
化
槽
の
設
置
に
補
助

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

取
り
付
け
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に
ご
注
意
を

指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
等

平
成
22
年
度
難
病
患
者
見
舞
金

市
税
の
夜
間
・
休
日
納
税
窓
口

国
民
健
康
保
険
の

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導

国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付
特
例

被
爆
者
健
康
手
帳
を
お
持
ち
の
方
に

入
院
見
舞
金
等
を
支
給

犬
の
鑑
札
が
変
わ
り
ま
し
た

道
路
を
快
適
に
利
用
す
る
た
め
に

5
月
30
日
は
春
の
「
環
境
美
化
の
日
」

◀
変
更
後

◀
変
更
前

HP

HP

☎・5

■補助金額の区分
人槽算定基準
（住宅延べ面積） 人槽区分 補助金額

（円）
130㎡以下 ５人槽 332,000 
130㎡超 ６・７人槽 414,000 
130㎡超の
２世帯住宅等 ８～10人槽 548,000 

◎補助金額は１基あたりで、高度処理型浄化
槽を設置した場合は金額が変わります。なお、
既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を
処分する場合は、６万円を補助金額に加算し
て交付します。

11　広報　　　　　　　　　　平成22年５月号
情 報 館

i n f o r m a t i o n

◆ファックスでの問い合わせを希望する方は、広報課（52994-0706）へファックスしてください。
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